
財務書類に係る注記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

有形固定資産は取得原価によって評価しています。 

(2) 有形固定資産等の減価償却の方法 

毎会計年度、定額法により減価償却を行います。 

耐用年数及び償却率については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和 40 年大蔵省令第 15 号）」に従います。 

(3) 引当金の計上基準及び算定方法 

ア 徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計

上しています。 

イ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費

相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上して

います。 

(4) 資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金

の受払いを含んでいます。 

(5) 採用した消費税等の会計処理 

税込方式としています。 

 

２ 重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

３ 偶発債務 

該当事項はありません。 

 

４ 追加情報 

(1) 財務書類における対象範囲（会計） 

一般会計 

後期高齢者医療特別会計 

(2) 連結対象団体 

岩手県市町村総合事務組合 

(3) 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の５に基づき、出納整理期間が設けられています。 

当該期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計

数としています。 


